
常 任 委 員 会 報 告
　９月1３日の本会議において、各常任委
員会に付託された議案審査は、慎重な審
査の結果、全議案について可決した。

質
問

議
案
第
35
号
小
城
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、

服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
、

消
防
団
員
の
定
数
の
変
更
が
交
付
税
に
影
響
し
な
い
か
。

答
弁

収
入
と
し
て
普
通
交
付
税
の
額
に
影
響
は
な
い
が
、
特
別

交
付
税
が
算
定
上
約
３
７
０
万
円
減
る
が
、
条
例
定
数
の
見
直
し

で
支
出
と
し
て
負
担
金
が
約
３
８
５
万
円
減
額
に
な
る
。

質
問

議
案
第
４８
号
令
和
４
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）
の
（
歳
入
）
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
、
普
通
交
付

税
が
７１
億
か
ら
６８
億
と
落
ち
込
ん
で
い
る
。
国
の
財
政
計
画
で

示
さ
れ
た
前
年
度
１
０
３
・
５
％
を
参
考
に
し
た
と
の
こ
と
だ

が
、
減
額
は
よ
く
あ
る
こ
と
か
。

答
弁

こ
れ
ほ
ど
の
減
額
は
今
ま
で
な
か
っ
た
。
個
別
の
算

定
経
費
の
中
で
減
っ
て
い
る
分
を
当
初
予
算
で
見
込
め
て
い
な

か
っ
た
。

質
問

（
歳
入
）
繰
入
金
に
つ
い
て
、
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

の
補
正
は
普
通
交
付
税
の
減
額
が
理
由
か
。

答
弁

普
通
交
付
税
の
減
額
に
伴
う
財
源
調
整
に
な
る
。

質
問

（
歳
出
）
総
務
費
（
仮
称
）
小
城
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
整
備
事
業
に
つ
い
て
検
査
費
が
２
０
０
万
円
と
の
こ
と
だ

が
、
検
査
は
だ
れ
が
す
る
か
。

答
弁

日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
関
連
団
体
に
な
る
。

質
問

議
案
第
5４
号
工
事
請
負

契
約
の
変
更
（
令
和
３
年
度
（
仮

称
）
小
城
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
整
備
事
業
造
成
工
事
）
に

つ
い
て
、
人
工
芝
の
敷
設
等
の

整
備
、
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
の
建
築

工
事
、
照
明
の
電
気
工
事
と
い

う
業
種
の
違
う
重
複
し
た
工
事

と
な
っ
て
い
く
が
対
策
は
。

答
弁

連
携
を
取
っ
て
工
事
を

進
め
る
。

質
問
議
案
第
3６
号
小
城
市
健
康
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
に
つ
い
て
、

第
１０
条
の
使
用
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
の
か
。

答
弁
た
と
え
ば
市
の
事
業
で
あ
る
健
診
事
業
、
社
会
福
祉
及
び
保
健
関

係
団
体
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
市
長

が
特
に
認
め
る
時
と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
小
城
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協

会
加
盟
の
事
業
と
か
、
育
成
会
事
業
、
子
育
て
支
援
事
業
、
あ
る
い
は
、
公

民
館
共
催
関
連
事
業
、
文
化
連
盟
加
入
団
体
の
事
業
、
小
城
市
ス
ポ
ー
ツ
協

会
加
盟
団
体
の
事
業
、
佐
賀
県
主
催
事
業
等
を
減
免
の
対
象
と
し
て
い
る
。

質
問
議
案
第
3９
号
小
城
市
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
条
例
に
つ
い
て
、

施
設
の
予
約
の
受
付
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
県
内
有
数
の
グ
ラ

ウ
ン
ド
が
で
き
る
と
思
う
が
、
受
付
の
際
、
週
末
の
複
数
の
日
を
一
度
に
受

付
可
能
な
規
則
を
定
め
る
の
か
。

答
弁
施
設
の
予
約
等
に
つ
い
て
は
、
規
則
の
方
で
定
め
て
い
く
こ
と
と

考
え
て
い
る
が
、
生
涯
学
習
課
が
所
管
す
る
体
育
施
設
、
体
育
館
と
か
グ
ラ

ウ
ン
ド
と
整
合
を
あ
わ
せ
て
申
請
の
期
間
を
定
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
市

と
か
、
市
に
類
似
す
る
よ
う
な
団
体
が
行
う
場
合
は
、
年
度
前
に
調
整
会
議

の
よ
う
な
も
の
を
実
施
し
、
あ
ら
か
た
抑
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
空
い
て
い

る
と
こ
ろ
に
受
け
付
け
を
し
て
い
く
形
に
な
る
が
、
規
則
で
ま
だ
決
定
し
て

い
な
い
が
、
今
ま
で
行
っ
て
き
た
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
団
体
同
士
で
調
整
で

き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

質
問
議
案
第
４８
号
令
和
４
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

の
う
ち
、
歳
出
３
款
民
生
費　

１
項
社
会
福
祉
費　

１
目
社
会
福
祉
総
務
費

の
生
活
困
窮
者
対
策
事
業
で
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
対
す
る
活
動
支
援

が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と
は
何
か
。
た
と
え
ば
放
課
後
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
を
実

施
さ
れ
て
い
る
企
業
と
か
は
対
象
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
補
助
金
額
が
１
団

体
当
た
り
5０
万
円
を
上
限
と
あ
る
が
、今
回
、何
団
体
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と
示
し
て
い
る
の
は
、
法
人
格
が
あ
る
、
な
い
に

関
わ
ら
ず
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
で
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
で
あ
っ

て
も
要
件
を
満
た
す
よ
う
で
あ
れ
ば
、
市
内
に
事
業
所
を
設
け
て
い
る
事
業

団
体
に
補
助
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
今
回
の
予
算
計
上
は
10
団
体
程
度
を

想
定
し
て
い
る
。

質
問
議
案
第
5２
号
令
和
４
年
度
小
城
市
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て
、
有
形
固
定
資
産
購
入
費
で
麻
酔
器
と
超
音
波
画
像
診
断

装
置
の
購
入
と
い
う
こ
と
だ
が
、
超
音
波
画
像
診
断
装
置
の
身
体
的
部
位
は

ど
こ
な
の
か
。
ま
た
購
入
価
格
は
い
く
ら
な
の
か
。
新
公
立
病
院
で
の
使
用

予
定
は
。

答
弁
超
音
波
画
像
診
断
装
置
に
つ
い
て
は
、
婦
人
科
の
下
半
身
の
方
の

エ
コ
ー
の
こ
と
で
、
金
額
は
約
５
０
０
万
〜
６
０
０
万
円
、
麻
酔
器
に
つ
い

て
は
約
３
０
０
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。
婦
人
科
の
エ
コ
ー
に
つ
い
て
は
、

特
に
多
久
に
は
な
い
た
め
、
持
っ
て
い
く
予
定
だ
。

質
問

新
規
就
農
者
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
申
請
し
て
い
た
も

の
が
認
可
さ
れ
て
、
補
正
予
算
の
計
上
と
な
っ
た
の
か
。

答
弁

４
月
以
降
に
本
人
か
ら
相
談
が
あ
り
、
県
に
相
談
し

て
の
計
上
と
な
っ
た
。

質
問

観
光
施
設
管
理
事
業
に
つ
い
て
、
老
朽
化
し
た
看
板
の

改
修
、
撤
去
は
何
箇
所
か
。

答
弁

芦
刈
の
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
広
告
塔
は
町
分
、
住
ノ
江
が
撤

去
、
牛
王
が
改
修
の
３
ケ
所
、
小
城
の
清
水
の
駐
車
場
の
看

板
は
改
修
が
１
ケ
所
、
牛
津
の
石
工
の
里
の
看
板
の
改
修
が

１
ケ
所
と
計
５
ケ
所
に
な
る
。

質
問

国
ス
ポ
も
あ
る
の
で
、
芦
刈
の
広
告
塔
は
、
案
内
が
し

や
す
い
よ
う
撤
去
せ
ず
も
っ
と
立
派
な
も
の
を
建
て
て
は
ど
う

か
。答

弁

現
在
、
設
置
か
ら
33
年
経
過
し
て
お
り
、
上
か
ら
物

が
落
ち
た
り
、
下
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
割
れ
て
川
の
方
に
少

し
傾
い
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
撤
去
が

先
決
か
と
認
識
し
て
い
る
。

質
問

芦
刈
の
広
告
塔
の
撤
去
は
区
長
に
説
明
を
し
て
い
る
か
。

答
弁

説
明
は
し
て
い
な
い
が
、
撤
去
に
向
け
た
お
知
ら
せ

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

総
務
常
任
委
員
会
（
９
月
１4
日
）

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
（
９
月
１5
日
）

産
業
建
設
常
任
委
員
会
（
９
月
１6
日
）

▲（仮称）小城フットボールセンター造成工事現地調査

▲撤去される「ムツゴロウ広告塔」
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